
こども家庭庁（関係府省庁における予算編成過程での検討を求める提案）

区分 分野 追加団体名 支障事例

91 B　地方に対す
る規制緩和

12_その他 × × ○ 地域少子化対策重
点推進交付金に係
る所得要件の撤廃
又は緩和

地域少子化対策重点推進交付金の「結婚・妊
娠・共育ての相談機会の提供・支援プログラ
ム（旧結婚新生活支援事業）」について、夫婦
の世帯所得額が500万円未満とされている所
得要件を撤廃又は緩和すること。

現行制度では、夫婦の世帯所得額が500万円未満であることが支援対象の要件として定められている。しかしながら、近年
は賃金水準の上昇や共働き世帯の増加等により、所得額が全体的に増加傾向にある。その結果、制度開始当初と比べて
対象となる世帯が減少しており、本制度の目的である「結婚後の新生活に伴う経済的負担の軽減」が十分に果たされてい
ない状況が生じている。また、市民からは「所得要件が厳しい」「共働きだとほとんど対象にならない」といった問合せも多く
寄せられており、制度の利用促進の上でも所得基準が課題となっている。

市民からは「所得要件が厳しい」「共働きだとほとんど対象に
ならない」といった問合せも多く寄せられており、制度の利用
促進の上でも所得基準が課題となっている。

所得要件を撤廃又は緩和することで、対象となる夫婦の範囲
が拡大し、より多くの世帯が支援を受けることが可能となる。
これにより、本制度の目的である結婚後の新生活に対する経
済的支援が一層充実し、若い世代の結婚・定住促進にも寄
与することが期待される。
さらに、令和８年度から新たに要件となったライフデザインセ
ミナー等の受講についても、より多くの夫婦に参加の機会が
提供され、将来のライフプランを考える契機を広く与えること
ができる。これにより、結婚・妊娠・子育てに関する意識啓発
の効果も一層高まるものと考えられる

地域少子化対策重
点推進交付金交付
要綱、地域少子化
対策重点推進事業
実施要領

こども家庭庁 仙台市、札幌市、白
石市、岩沼市、蔵王
町、涌谷町、美里
町、さいたま市、千
葉市、横浜市、川崎
市、相模原市、新潟
市、静岡市、名古屋
市、福岡市

― 三重県、大阪市、枚方市、高
知県、長与町、鹿児島県

○「結婚・妊娠・共育ての相談機会の提供・支援プログラム（旧結婚新生活支援事業）」については制度発足以来、国において段階的
に夫婦の世帯所得要件を緩和してきた経緯がある。今後においても、賃金水準の向上などに合わせて、継続的な緩和を期待したい。
○令和７年度の交付実績は29歳以下116件・30～39歳70件・合計186件となり、前年度を大きく下回る件数となった（令和６年度の交付
実績：29歳以下182件・30～39歳88件・合計270件）。
要因としては、近年の賃金水準の上昇や共働き世帯の増加等により、全体的に所得額が増加し、世帯所得が500万円を超える世帯が
増加していることが考えられる。一方で物価も上昇しているため、新婚世帯の新生活を支援するためには、世帯所得の要件を緩和し、
制度の利用促進につなげる必要がある。
○共働き世帯が多いうえに、近年は賃金水準の上昇により、所得額が全体的に増加傾向にある。令和６年度と比べて対象となる世帯
が減少し、申請件数も減少している。本制度の目的である「結婚後の新生活に伴う経済的負担の軽減」が十分に果たされていない状
況が生じている。また、申請世帯向けのアンケート調査で、所得要件を見直し、緩和してほしいといった声があり、制度の利用促進の
上でも所得基準が課題となっている。

214 B　地方に対す
る規制緩和

03_医療・福祉 × × ○ 子ども・子育て支援
法に基づく認定こど
も園の公定価格の
見直し

認定こども園の公定価格について、１号認定
と２・３号認定の利用定員に乖離がある施設
において１号認定と２・３号認定の基本分単価
に生じる不合理な差の是正（単価設定の見直
し）を求める。

【現行制度】
認定こども園の公定価格は、１号認定については１号認定の利用定員に応じて、２・３号認定については２・３号認定の利用
定員の合計に応じて、それぞれ単価設定されている。また、利用定員が少ない程単価が高額となるよう設定されている。
【支障事例】
保育所から認定こども園への移行等、１号認定の利用定員が少ない施設において、２号の単価よりもサービス提供量の少
ない１号の単価の方が高額となるため、２号認定児よりも１号認定児の受入れを優先するインセンティブが働いている。ま
た、令和元年10月に幼児教育・保育の無償化が始まり、保護者においても、３号認定児が満３歳を迎えても、２号認定では
その年度中の保育料が無償化されないため、１号認定へ切り替えるインセンティブが働いている。これらの背景から、２号
の受け皿の確保が進まない、利用定員の余剰はあっても職員配置を理由に受入れが進まない、施設型給付費が多額にな
る、といった状況がある。他方で、幼稚園から認定こども園への移行等、２・３号認定の利用定員が少ない施設において、
２・３号認定の単価が利用定員が少ない程高額であるため、ニーズがあっても２・３号の利用定員を増加しようとしないディ
スインセンティブが働き、２・３号の受け皿の確保が進まない状況がある。
【必要性】
１号認定と２・３号認定の利用定員に乖離がある施設において１号認定と２・３号認定の基本分単価に生じる不合理な差を
是正することにより、ニーズに応じた定員設定が可能になり、保育の受け皿の確保に繋がる。
【支障の解決策】
単価設定の見直しについては、たとえば、①施設総定員に応じた定員区分設定に見直す、②主幹保育教諭等を専任化さ
せるための代替保育教諭等など、利用児童数に関わらない職員を基本分単価と別枠とする、などの手法により実現可能で
あると思われる。

― 保育の受け皿の確保に繋がり、実態に応じた定員設定が可
能となるほか、施設型給付費の適正化が図られる。

子ども・子育て支援
法（平成24年法律第
65号）第27条第３項
特定教育・保育、特
別利用保育、特別
利用教育、特定地
域型保育、特別利
用地域型保育、特
定利用地域型保育
及び特例保育に要
する費用の額の算
定に関する基準等
（平成27年３月31日
内閣府告示第49号）
「特定教育・保育等
に要する費用の額
の算定に関する基
準等の実施上の留
意事項について」
（令和５年５月19日
こ成保38・５文科初
第483号こども家庭
庁成育局長・文部科
学省初等中等教育
局長連名通知）

こども家庭庁 鹿児島市 ― さいたま市、小牧市、大阪府、
寝屋川市、熊本市、宮崎市

○【具体例】
その他地域における１号利用定員10人、２・３号利用定員80人の施設が、１号５歳児を週５日４時間預かった場合の単価130,280円に
対し、２号５歳児を週６日11時間預かった場合の単価は53,860円である。

【事例の補強】
当市に限らず、これまでの待機児童対策の推進により量の拡大は進み、質の確保・向上へと転換している時期にある。一方で、現行
の単価設定が維持される場合、施設側としては、より利用定員を減らした方が、職員採用や施設運営のコストを減らした上でより高額
な単価を得られるため、規模を縮小しようとするディスインセンティブが働き、既に、利用児童数の減少ペースを利用定員の減少ペー
スが上回り、量の確保への影響が表面化しつつある。
この問題の解決には、本提案の解決策の案として挙げた、利用児童数に関わらない職員などを基本分単価と別枠とする手法等が必
要と考えている。

271 B　地方に対す
る規制緩和

03_医療・福祉 ○ × ○ 子ども・子育て支援
施設整備交付金の
国費予算財源の現
年度化

子ども・子育て支援施設整備交付金に対する
国費予算財源に当初予算のみ活用するよう
見直しを求める。

【背景】
近年の施設整備のための工事入札において、物価上昇に伴う工事費の増大、事業者の人的リソース不足等が原因で、入
札不調となる場合が多く発生している。
【現状】
入札不調となった場合、再度の告示、工事入札を行うことで年度内に工事完了を行うべきところであるが、早期の施設整備
完了を目的とした事業であることから、計画当初から同一年度内に設計、工事を行うことを前提とした極めてタイトなスケ
ジュールとなっており、入札のやり直しが発生すると年度内の工事完了は不可能な状況となる。そのため、本庁繰越となっ
た国費が充当された場合、事故繰越を回避するために一旦事業を中断させ、翌年度に仕切り直しを行っている状況であ
る。結果として、繰り越しを行った場合と比較し、施設整備が完了するまで半年程度余分に遅延する事態となっており、本来
の目的である早期の狭隘化解消が困難な状況となっている。

― 早期の狭隘化解消を図ることで、増加する学童保育ニーズに
対して安定した保育供給が可能となり、待機児童の抑制、子
育て世帯の安心した就労等につながる。

財政法第14条の３
（繰越明許費）

こども家庭庁 奈良市 ― 川崎市 ―

292 B　地方に対す
る規制緩和

03_医療・福祉 × × ○ 「放課後児童健全
育成事業」に係る
補助基準額の改善

こども家庭庁の放課後児童クラブへの国庫補
助事業「放課後児童健全育成事業」につい
て、構成する児童が19人以下の補助基準額
の改善（20人以上の基準額と均衡のとれた水
準への改善）

例えば、支援員及び補助員各１名の２名体制（年間開所日数250日以上）のクラブについて、児童数が20人の場合の補助
基準額は5,000千円であり、19人（小規模）では3,028千円（▲1,972千円）と大幅に減額され、小規模クラブに対する人件費
の補助事業（小規模放課後児童クラブ支援事業）を活用した場合においても（補助基準額：735千円）、▲1,237千円となり、
少子化が進み利用児童数が減少する中、特に過疎地域においては、送迎の利便性等を考慮すると施設の統合による大規
模化は難しいため、小規模クラブを維持せざるを得ないが、運営費が極端に減ってしまえば、安定的な運営に支障が生じ
かねない。このため、小規模クラブを独自に支援せざるを得ない市町村もあるのが現状である。

特に過疎地域において小規模クラブの運営が継続できなく
なった場合、遠隔のクラブの利用や利用自体の断念というこ
とになれば、放課後児童クラブが必要な児童の居場所がなく
なり、地域住民の福祉が著しく低下（地域の児童福祉が後
退）する

過疎地域等における児童の放課後の居場所確保、小規模ク
ラブの安定的な運営、放課後児童支援員等人材の確保

子ども・子育て支援
交付金交付要綱、
児童福祉法第６条
の３

こども家庭庁 富山県、福島県、高
岡市、魚津市、氷見
市、滑川市、黒部
市、射水市、上市
町、立山町、入善
町、日本創生のため
の将来世代応援知
事同盟

― 北上市、茨城県、高崎市、伊
勢崎市、相模原市、島根県、
高知県、宮崎県

―

367 B　地方に対す
る規制緩和

03_医療・福祉 × × ○ 「社会的養護処遇
改善加算」の算定
対象の拡大（里親
支援センター従事
職員の追加）

令和４年の児童福祉法等の一部を改正する
法律において、児童福祉施設として里親支援
センターが新設されたが、社会的養護処遇改
善加算の対象外となっている。里親家庭の支
援において、虐待を受けた子どもや障害のあ
る子どもなどを受託している里親への助言や
支援、または子ども自身への支援を行うこと
は多々あり、里親支援センターにおけるレス
パイト・ケアの体制を整えることも求められて
いる状況であることから、里親支援センターの
職員についても、当該加算の対象とし、支援
の充実を図るよう求める。

里親に委託されている子どものうち、約５割（46.0％）が被虐待体験があり、約３割（29.6％）が障害等がある状況（令和８年２
月こども家庭庁　「社会的養育の推進に向けて」より）。
また、里親支援センターでは里親支援のために、24時間365日の相談体制を整え対応しており、里親家庭におけるレスパイ
ト・ケアの実施の調整や自施設での受け入れなど、日々里親家庭の支援に従事している。
加えて、里親支援センターの職員の要件の１つに、里親や児童福祉施設の職員として５年以上従事した者という要件があ
り、国としても里親支援においては、里親希望者、里親、小規模住居型児童養育事業へ従事する者、委託児童への支援、
実親支援と多岐に渡るため、社会的養護への理解だけでなく、家庭養護への理解等、専門的な知識や対応が必要であると
考えていると推察される。
里親支援センター設置運営要綱では、「里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親及び小規模住居型児童養育
事業に従事する者、その養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行い、家庭養育を推進
するとともに、里子等が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的とする施設」と記載され
ており、調整やマッチング、リクルートなどのいわゆるフォスタリング事業にとどまらず、他の児童福祉施設と同様に子ども
自身に直接関わる支援業務を幅広く担うなど高度な役割を求められているにもかかわらず、里親支援センターの職員に、
社会的養護処遇改善加算が認められないことは、他の施設とのバランスを欠き、整合性が取れないものとなっている。
また、児童養護施設や乳児院が、高機能化及び多機能化を求められる背景の中で里親支援センターの設置を行った際、
施設で勤務していた職員のうち里親支援に理解と力量のある人材が、人事異動の一環で里親支援センターの職員となるこ
ともある。しかし、里親支援センターが処遇改善加算の対象外であることから、給与面での差が生じることとなり、それが要
因で人事異動や勤務継続が困難となり、里親支援センターの人材確保を困難としている事象が発生している。
社会的養護の職員不足は顕著であり、職員確保は喫緊の課題である。

里親支援センターを設置するにあたり、里親支援センターが
児童養護施設等と同等の業務の困難さや専門性があるにも
かかわらず、社会的養護処遇改善加算の対象から外れた理
由を問われることがあり、事業者からは疑問の声が上がって
いる。

家庭養育推進、里親委託の推進を行うにあたり、児童養護施
設等の他の児童福祉施設と同様に、職員の専門性を評価
し、加算を認めることで、支援の充実及び職員の定着にも繋
がると考える。

社会的養護処遇改
善加算実施要綱

こども家庭庁 大阪府、福島県、京
都府、京都市、堺
市、兵庫県、奈良
県、和歌山県、鳥取
県、関西広域連合、
全国知事会

― 北海道、滋賀県、熊本市 ―

団体名
その他

（特記事項）

〈追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）〉

制度の所管
・関係府省庁

管理番号

提案区分
重点募集
テーマ①
「事務処理
方法の見直
し」の該当

重点募集
テーマ②「デ
ジタル化」の

該当

重点募集
テーマ③
「地域にお
けるサービ
スの維持・
向上等」の

該当

提案事項名 求める措置の具体的内容
具体的な支障事例

（提案に至った背景等）
地域住民や事業者等の

具体的な意見・要望、支障事例等

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の

効率化等）

根拠法令等
（支障の原因と
なっている規定

等）


